
○和光市多文化共生ボランティア設置要綱

平成２２年３月１日

告示第２３号

（趣旨）

第１条 この告示は、和光市国際化推進計画に基づき、多文化共生を推進するために設置

する和光市多文化共生ボランティア（以下「ボランティア」という。）について、必要

な事項を定めるものとする。

（ボランティア活動）

第２条 ボランティアは、市の要請に応じ、その指示に従い活動するものとする。

２ ボランティア活動の範囲は、次のとおりとする。

（１） 外国籍市民が次項各号に掲げる施設において提供されるサービスを利用するに

あたって、通訳を行うこと。

（２） 市が作成する文書を翻訳すること。

（３） 市が行う国際化推進に関する事業の企画運営及び実施に参加すること。

３ 前項第１号の通訳を行う場所は、次の各号に掲げる市内の機関及び施設とする。

（１） 和光市役所

（２） 和光市組織規則（平成１４年規則第２９号）第２条第３項に規定する機関及び

施設

（３） 和光市子育て世代包括支援センター事業実施規則（平成２７年規則第５３号）

第３条に規定する施設

（４） 和光市教育委員会事務局組織規則（平成１４年教委規則第６号）第２条第２項

に規定する機関及び施設

（５） 高等学校

（６） 特別支援学校

（７） 保育所

（８） 小規模保育事業所

（９） 事業所内保育事業所

（１０） 幼稚園

（１１） 認定こども園

（１２） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設



（ボランティアの要件）

第３条 ボランティアは、市内でボランティアとして活動する意欲がある者で、次に掲げ

る要件のいずれにも該当するものとする。ただし、前条第２項第１号及び第２号のボラ

ンティア活動を行わないボランティアにあっては、第１号の要件を除く。

（１） 日本語から外国語、外国語から日本語への通訳・翻訳ができること。

（２） １８歳以上（高校生を除く。）であること。

（３） 外国籍の者にあっては、在留資格を有すること。

（ボランティア登録）

第４条 ボランティアになろうとする者（以下「申請者」という。）は、和光市多文化共

生ボランティア登録申請書（様式第１号）により、市長にボランティアの登録を申請し

なければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、ボランティアと

して適当と認めたときは、和光市多文化共生ボランティア登録台帳（様式第２号）に登

録し、当該申請者に和光市多文化共生ボランティア登録証（様式第３号）を交付するも

のとする。

（ボランティア登録の有効期限）

第５条 前条の規定によるボランティア登録の有効期限は、登録をした日から３年を経過

した日の属する年度の末日までとする。

２ 市長は、前条第２項の規定により当該台帳に登録された者に対し、前項の有効期限の

１月前までにボランティア登録の更新手続について通知するものとする。

（登録事項の変更）

第６条 ボランティアは、登録内容に変更が生じたときは、和光市多文化共生ボランティ

ア登録事項変更届（様式第４号）により市長に届け出なければならない。

（活動状況の報告）

第７条 市長は、ボランティアに対し、活動状況の報告を求めることができる。

（事故等の報告）

第８条 ボランティアは、ボランティア活動において事故等不測の事態が生じた場合は、

速やかに市長に報告しなければならない。

（秘密の保持）

第９条 ボランティアは、ボランティア活動によって知り得た個人の情報を他に漏らして



はならない。ボランティアを退いた後も同様とする。

（報酬）

第１０条 ボランティアの報酬は、無償とする。

（保険の加入）

第１１条 ボランティアは、ボランティア活動保険に加入しなければならない。

２ 前項の規定による保険の加入に要する経費は、市の負担とする。

（ボランティア登録の抹消）

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該ボランティア登録を抹消

するものとする。

（１） ボランティアから和光市多文化共生ボランティア辞退届（様式第５号）の提出

があったとき。

（２） この告示の規定に違反したとき。

（３） 市長がボランティアとして不適格と認めたとき。

２ 前項の規定により登録を抹消された者は、直ちに登録証を市長に返還しなければなら

ない。

（その他）

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（令和７年告示第２４３号）

この告示は、公布の日から施行する。












